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本
稿
で
は
、
平
成
30
年
度
税
制
改

正
に
よ
り
大
き
く
改
正
さ
れ
た
自
社

株
の
納
税
猶
予
制
度
お
よ
び
平
成
31

年
度
税
制
改
正
に
よ
り
創
設
さ
れ
る

予
定
の
個
人
版
事
業
承
継
税
制
に
つ

い
て
、
そ
の
適
用
要
件
お
よ
び
実
務

上
の
留
意
点
を
中
心
に
解
説
し
ま

す
。
な
お
、
個
人
版
事
業
承
継
税
制

に
つ
い
て
は
、
本
稿
執
筆
時
点
で

は
、
平
成
31
年
度
税
制
改
正
大
綱
の

内
容
を
基
に
記
載
す
る
た
め
、
制
度

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
２
月
以
降
国

会
に
提
出
さ
れ
る
予
定
の
改
正
法

案
、
あ
る
い
は
法
案
成
立
後
の
内
容

を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
点
に
つ
い

て
留
意
し
て
下
さ
い
。

一
　
近
年
の
事
業
承
継

税
制
の
動
向

１
　
事
業
承
継
税
制
の
大
幅
改

正
（
平
成
30
年
度
税
制
改

正
）

平
成
21
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
創

設
さ
れ
た
未
上
場
株
式
に
対
す
る
納

税
猶
予
制
度
は
、
そ
の
後
、
幾
多
の

改
正
を
経
ま
し
た
が
、
適
用
件
数
は

あ
ま
り
伸
び
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
25
年
度
に
雇

用
確
保
要
件
、
後
継
者
に
係
る
親
族

内
承
継
要
件
の
廃
止
な
ど
大
き
な
改

正
が
あ
り
、
そ
の
適
用
が
平
成
27
年

以
降
で
あ
っ
た
た
め
平
成
27
年
度
以

降
、
件
数
は
急
増
し
て
い
る
よ
う
で

す
。他

方
で
、
中
小
企
業
の
経
営
者
の

高
齢
化
が
進
展
し
、
事
業
承
継
の
問

題
は
、
単
な
る
一
企
業
の
問
題
に
留

ま
ら
ず
、
日
本
経
済
全
体
の
問
題
で

あ
る
と
の
認
識
の
も
と
、
円
滑
な
世

代
交
代
を
集
中
的
に
促
進
す
る
た

め
、
平
成
30
年
度
税
制
改
正
で
は
、

10
年
間
の
時
限
措
置
と
し
て
、
抜
本

的
な
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

２
　
個
人
版
事
業
承
継
税
制
の

創
設

個
人
事
業
者
は
、
需
要
の
開
拓
や

個
人
の
能
力
の
発
揮
、
自
立
的
で
個

性
豊
か
な
地
域
社
会
の
形
成
に
貢
献

す
る
重
要
な
存
在
で
あ
り
、
個
人
事

業
者
の
事
業
の
持
続
的
な
発
展
の
た

め
、
事
業
承
継
の
円
滑
化
が
必
要
で

す
。
ま
た
、
個
人
事
業
者
は
一
般
的

に
資
金
力
が
低
く
、
事
業
承
継
時
の

税
負
担
の
た
め
に
事
業
承
継
に
必
要

不
可
欠
な
事
業
用
資
産
を
売
却
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
を
防
ぐ
た
め

の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。法

人
に
つ
い
て
は
す
で
に
未
上
場

株
式
に
対
す
る
納
税
猶
予
制
度
が
措

置
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
個
人
に

つ
い
て
も
、
事
業
用
宅
地
に
係
る
小

規
模
宅
地
の
特
例
が
あ
り
ま
す
が
、

土
地
以
外
の
建
物
や
機
械
装
置
、
器

具
備
品
な
ど
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
平

成
31
年
度
税
制
改
正
で
は
、
個
人
版

の
事
業
承
継
税
制
（
納
税
猶
予
）
が

創
設
さ
れ
ま
す
。

二
　
事
業
承
継
税
制
適

用
の
要
件
・
手
続

１
　
法
人

法
人
の
事
業
承
継
税
制
は
、
従
来

ＴＯＰＩＣ
①

最
新
の
事
業
承
継
税
制
を
踏
ま
え
た

事
業
承
継
ア
ド
バ
イ
ス
の
ポ
イ
ン
ト

辻
・
本
郷
税
理
士
法
人
 税
理
士
　
安
積
　
 健

１

最
新
動
向
に
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
　
事
業
承
継
ア
ド
バ
イ
ス
の
ポ
イ
ン
ト
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金
融
機
関
を
め
ぐ
る
状
況
は
日
々

変
化
し
、
金
融
機
関
自
体
、
技
術
の

進
化
等
を
背
景
に
変
化
が
求
め
ら
れ

る
時
代
に
身
を
置
い
て
い
る
と
い
え

ま
す
。

本
稿
で
は
、
今
後
の
景
気
変
動
に

よ
り
利
活
用
が
見
込
ま
れ
る
Ａ
Ｂ
Ｌ

（
Asset Based Lending：
債
権
譲

渡
担
保
お
よ
び
集
合
動
産
譲
渡
担

保
）
に
つ
い
て
改
め
て
俯
瞰
し
て
い

き
ま
す
。

一
　
近
年
の
金
融
業
界
を

取
り
巻
く
環
境

実
感
な
き
景
気
拡
大
と
も
い
わ
れ

る
も
の
の
、
第
二
次
大
戦
後
最
長
級

の
景
気
回
復
を
迎
え
て
い
る
日
本
経

済
下
に
お
い
て
、
日
本
の
金
融
機
関

は
、
も
っ
ぱ
ら
、
信
用
力
の
比
較
的

高
い
事
業
会
社
に
対
し
て
、
無
担
保

で
の
融
資
を
広
く
展
開
し
、
増
額
を

行
う
べ
く
奔
走
し
て
い
ま
す
。
一

方
、
金
額
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
、

潜
在
的
に
手
間
の
か
か
る
可
能
性
の

あ
る
、
信
用
力
の
面
で
相
対
的
に
劣

る
事
業
会
社
に
対
し
て
は
、
何
ら
か

の
工
夫
を
施
し
た
う
え
で
労
力
を
費

や
し
て
融
資
を
行
う
と
い
う
選
択
肢

よ
り
も
、
む
し
ろ
、
後
に
発
生
す
る

リ
ス
ク
を
回
避
す
る
べ
く
、
融
資
を

実
行
し
な
い
と
い
う
傾
向
に
あ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

日
本
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、
前
年
比

プ
ラ
ス
で
拡
大
し
て
い
ま
す
が
、
米

国
に
よ
る
保
護
主
義
に
端
を
発
し
た

貿
易
戦
争
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
つ
つ

あ
る
な
か
、
英
国
の
欧
州
連
合
離
脱

問
題
も
暗
い
影
を
落
と
し
、
景
気
を

映
す
鏡
と
も
言
わ
れ
て
い
る
鉄
の
ス

ク
ラ
ッ
プ
価
格
も
徐
々
に
低
下
し
て

き
て
い
ま
す
。
先
行
き
の
経
済
情
勢

は
必
ず
し
も
楽
観
視
で
き
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

事
業
会
社
の
経
営
も
、
将
来
的
に

発
生
す
る
で
あ
ろ
う
予
測
不
能
の
リ

ス
ク
に
備
え
て
、
厚
生
施
設
を
は
じ

め
と
す
る
不
稼
働
資
産
、
非
収
益
資

産
等
の
売
却
を
着
実
に
進
め
、
資
金

化
を
急
ぐ
と
と
も
に
、
特
に
、
中
堅

中
小
企
業
に
お
い
て
は
、
株
主
還
元

策
を
打
つ
大
企
業
と
は
異
な
り
、
利

益
計
上
分
に
つ
い
て
は
、
内
部
留
保

を
厚
く
し
、
資
本
蓄
積
化
を
優
先
す

る
こ
と
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

一
方
、
Ｉ
Ｔ
技
術
の
進
化
に
よ

り
、
近
い
将
来
、
金
融
機
関
の
簡
易

TOPIC② ＡＢＬを再考する

１　ABLの概要と実務上のポイント

日本政策投資銀行
松木　 大
まつき・まこと●1994年日本開発銀行（現日本政
策投資銀行）入行。四国支店、経済企画庁（現内閣
府）派遣、事業再生部、ニューヨーク駐在員事務
所、株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン出向
などを経て現在北海道支店。
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一　

は
じ
め
に

　

２
０
１
６
年
刑
事
訴
訟
法
改
正
に

よ
り
、「
証
拠
収
集
等
へ
の
協
力
及

び
訴
追
に
関
す
る
合
意
」
制
度
が
創

設
さ
れ
ま
し
た
。
２
０
１
８
年
６
月

か
ら
施
行
さ
れ
た
こ
の
制
度
は
、「
日

本
版
司
法
取
引
」
と
も
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。

　

司
法
取
引
は
主
に
ア
メ
リ
カ
や
イ

ギ
リ
ス
で
用
い
ら
れ
て
き
た
制
度
で

あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
に
お

い
て
も
類
似
し
た
制
度
が
存
在
し
ま

す
。
司
法
取
引
に
は
、
訴
追
機
関
が

処
分
の
軽
減
等
の
利
益
を
供
与
す
る

こ
と
と
引
き
換
え
に
、
被
疑
者
・
被

告
人
が
自
己
の
犯
罪
を
認
め
る
こ
と

を
合
意
す
る
「
自
己
負
罪
型
」
と
、

利
益
の
供
与
と
引
き
換
え
に
、
被
疑

者
・
被
告
人
が
他
人
の
犯
罪
の
捜
査

や
立
証
に
協
力
す
る
こ
と
を
合
意
す

る
「
捜
査
・
公
判
協
力
型
」
と
が
あ

り
ま
す
。
諸
外
国
で
よ
り
多
く
活
用

さ
れ
て
い
る
の
は
「
自
己
負
罪
型
」

の
司
法
取
引
で
す
が
、
今
回
の
法
改

正
に
お
い
て
、
そ
の
制
度
の
創
設
は

見
送
ら
れ
ま
し
た
。

　

今
回
創
設
さ
れ
た
日
本
版
司
法
取

引
は
、「
捜
査
・
公
判
協
力
型
」
の

司
法
取
引
に
あ
た
り
ま
す
。

二�　

日
本
版
司
法
取
引
の 

制
度
化
の
目
的
と
経
緯

　

今
回
の
法
改
正
の
立
案
担
当
者

は
、「
組
織
的
な
犯
罪
等
に
お
い
て

は
、
首
謀
者
の
関
与
状
況
等
を
含
め

た
事
案
の
解
明
が
求
め
ら
れ
る
と
こ

ろ
、
そ
の
解
明
は
、
犯
罪
の
実
行
者

な
ど
組
織
内
部
の
者
か
ら
供
述
等
を

得
な
け
れ
ば
困
難
で
あ
る
場
合
が
多

い
の
が
実
情
」
で
あ
る
が
、「
こ
れ

ま
で
、
そ
の
よ
う
な
供
述
等
を
得
る

た
め
の
主
な
手
法
は
取
調
べ
の
み
で

あ
っ
て
、
他
に
有
効
な
手
法
が
存
し

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
首
謀
者
の
関

与
状
況
等
を
含
め
た
事
案
の
解
明
を

図
る
た
め
に
は
、
取
調
べ
に
依
存
せ

ざ
る
を
得
な
い
面
」
が
あ
っ
た
と
い

う
認
識
を
示
し
た
う
え
で
、
日
本
版

司
法
取
引
は
、「
証
拠
収
集
に
占
め

る
取
調
べ
の
比
重
を
低
下
さ
せ
る
た

め
の
手
法
と
し
て
導
入
さ
れ
る
も

の
」で
あ
る
と
解
説
し
て
い
ま
す（
注

１
）。

　
「
証
拠
収
集
に
占
め
る
取
調
べ
の

比
重
を
低
下
さ
せ
る
」
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
は
、

法務担当者のための

日本版司法取引入門

第１回
日本版司法取引とは

霞ヶ関総合法律事務所 弁護士　

河津 博史
かわつ・ひろし●1995 年早稲田大学法学部卒
業、99年弁護士登録（51期、第二東京弁護士
会）。青山学院大学法務研究科特任教授、日本
弁護士連合会刑事調査室室長、霞ヶ関総合法律
事務所パートナー。主な著書として、『刑事法
廷弁護技術』（共著）（日本評論社）。
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